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院内感染防止目的におけるＨＩＶ検査の実施について（通知） 

 

 このことについて、平成２２年１１月２５日付け事務連絡にて厚生労働省健康局疾

病対策課から、別添のとおり通知がありました。 

 ＨＩＶ検査の実施については、平成５年７月１３日付け健医感発第７８号厚生省保

健医療局エイズ結核感染症課長通知「ＨＩＶ検査の実施について(通知）」により、人

権保護の観点から、本人の同意を得て検査を行うこととなっており、観血的処置を行

う場合において医療機関内の感染防止を主たる目的としてＨＩＶ検査を実施する場合

にも、患者本人の同意が必要となっております。 

 つきましては、医療機関における患者に対するＨＩＶ検査の実施に当たっては、よ

り一層御留意いただきますよう、各保健所・保健所支所から周知を図ることとしてお

りますが、貴会におかれましても、会員への周知についてご配慮くださいますよう、

よろしくお願いします。 

 なお、本通知につきましては、「岡山県保健福祉部からのお知らせ」にてご覧になれ

ます。 

 

◎岡山県保健福祉部からのお知らせ 

    http://www.pref.okayama.jp/hoken/hohuku/tuuchi/top.htm 

 

 

 

 

 

  

岡山県医師会   

岡山県病院協会  
御中 

岡山県保健福祉部健康推進課感染症対策班

難 波 陽 子

〒700-8570  岡山市北区内山下2-4-6

  Tel.086-226-7331

  Fax.086-225-7283










